
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
貸
金
業
法
に
基
づ
く
事
務
の
委
任
の
解
除 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
の
認
定 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴

　

収
事
務
の
委
託 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

　

平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号
（
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務
の
委
任
）
は
、
廃

止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
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変
更
前

変
更
後

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
二
五
一
〇
〇
五
九
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

知
的
障
害
者
共
同
生
活
介
護

事
業
所
ス
ピ
カ

仙
台
市
青
葉
区
双
葉
ヶ
丘
一

丁
目
九
番
十
二
号

ケ
ア
ホ
ー
ム
・
な
の
は
な

仙
台
市
青
葉
区
双
葉
ヶ
丘
一

丁
目
九
番
十
二
号

設　
置　
者　
名

社
会
福
祉
法
人
な
の

は
な
会

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
四
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
Ｒ
Ｕ
Ｎ
」

大
崎
市
古
川
小
野
字
嵐
山
一
番

地
一

設　

置

者

名

社
会
福
祉
法
人
大
崎
誠
心
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
亘
理
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

学
校
の
名
称

　
　

東
北
工
業
大
学

二　

所
在
地

　
　

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香
澄
町
三
十
五
番
一
号

三　

学
科
の
名
称

　
　

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
学
部
安
全
安
心
生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科

四　

修
業
期
間

　
　

四
年
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地　

区　

名

北
沢
第
２

事　
業　
の　
名　
称

特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

変　

更　

の　

区　

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
中
芝
一
九
番
一
号
地
先

か
ら
同
郡
同
町
戸
倉
字
水
戸
辺
一
六
九
番
一
号
地
先
ま

で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

八
・
八
〜

　
　

一
六
・
一

一
二
・
六
〜一
八
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
五
・
六

三
五
・
六

変　

更　

の　

区　

間

名
取
市
杉
ヶ
袋
字
杉
中
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
杉
ヶ
袋
字
杉
中
三
八
番
六
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
九
・
〇
〜

　
　

二
七
・
二

二
二
・
五
〜三
一
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
〇
・
二

一
〇
〇
・
二

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供

用

開

始

の

区

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
中
芝
一
九
番
一
号
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
水
戸
辺
一
六
九
番
一
号
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

五
月
十
八
日



五　

認
定
に
係
る
卒
業
生

    
平
成
二
十
四
年
三
月
か
ら
の
卒
業
生
（
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
必
修
科
目
履
修
証
明
を
受
け
た

者
に
限
る
。）

六　

認
定
に
係
る
卒
業
生
の
卒
業
後
に
必
要
な
建
築
に
関
す
る
実
務
経
験
年
数

　
　

一
年

七　

認
定
年
月
日

    　

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
柴
田
農

林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
西
部
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

二　

退
任
し
た
者
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退

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

氏　
　
　

名

加　

藤　

孝　

志

鎌　

田　

寛　

一

本　

多　

栄　

一

今　

野　

�　

男

早　

坂　

一　

男

加　

藤　

賢　

治

渡　

部　

一　

雄

佐　

藤　

永　

幸

武　

藤　

充　

彦

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
加
美
町
字
味
ヶ
袋
水
沢
百
十
一
番

地加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
旭
二
番
十
九
番
地

加
美
郡
加
美
町
沼
ヶ
袋
字
沢
目
十
三
番
地

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
坂
下
三
番
六
十
六

番
地

加
美
郡
加
美
町
字
小
瀬
屋
敷
十
一
番
地

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
町
百
四
十
番
地
二

加
美
郡
加
美
町
字
新
小
路
百
七
十
一
番
地

加
美
郡
加
美
町
字
原
南
江
端
二
十
三
番
地

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋
敷
七
番
四
十
二

番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

就

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

氏　
　
　

名

加　

藤　

孝　

志

鎌　

田　

寛　

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
加
美
町
字
味
ヶ
袋
水
沢
百
十
一
番

地加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
旭
二
番
十
九
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

本　

多　

栄　

一

今　

野　

�　

男

早　

坂　

一　

男

加　

藤　

賢　

治

渡　

部　

一　

雄

佐　

藤　

永　

幸

吉　

岡　

�　

生

三　

浦　

俊　

郎

澁　

谷　

眞　

悦

加
美
郡
加
美
町
沼
ヶ
袋
字
沢
目
十
三
番
地

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
坂
下
三
番
六
十
六

番
地

加
美
郡
加
美
町
字
小
瀬
屋
敷
十
一
番
地

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
町
百
四
十
番
地
二

加
美
郡
加
美
町
字
新
小
路
百
七
十
一
番
地

加
美
郡
加
美
町
字
原
南
江
端
二
十
三
番
地

加
美
郡
加
美
町
字
原
庄
右
衛
門
三
十
八
番

地加
美
郡
加
美
町
小
泉
字
北
要
害
二
十
七
番

地加
美
郡
加
美
町
字
芋
沢
植
村
二
番
地

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事



〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
号

　

志
田
郡
桑
折
江
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

　

加
美
郡
西
部
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

公
安
委
員
会

第2057号　平成21年５月15日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

吉　

岡　

�　

生

三　

浦　

俊　

郎

加
美
郡
加
美
町
字
原
庄
右
衛
門
三
十
八
番

地加
美
郡
加
美
町
小
泉
字
北
要
害
二
十
七
番

地

監　

事

監　

事

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
八
幡
字
砂
押
五
番
一
、
同
字
砂
山
二
十
五
番

一
、
二
十
六
番
一
及
び
同
字
西
脇
六
番
九

　

多
賀
城
市
八
幡
三
丁
目
六
番
二
十
一
号

 

株
式
会
社
多
賀
城
ハ
ウ
ジ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
桜
一
丁
目
十
三
番
、
十
四
番
、
十
五
番
、
十
六

番
、
十
七
番
、
十
八
番
一
及
び
十
九
番
一
並
び
に
十
八
番

一
地
先
道
の
一
部

　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
十
番
十
二
号

 

株
式
会
社
山
正
商
店　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
四
番
百
四
十
六
番
の
一
部
、
百

五
十
八
番
の
二
十
一
及
び
百
五
十
八
番
の
二
十
八

　

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
四
番
百
四
十
二

 

渥
美　

久
雄　
　
　
　
　
　
　
　

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
78号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
21年

５
月
15日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
日

　
平
成
21年

６
月
18日

（
木
）
か
ら
平
成
21年

６
月
25日

（
木
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）
の
６
日
間

（
６
月
18日

か
ら
同
月
24日

ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
は
、午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
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同
月
25日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
１
時
00分

か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
　
受
講
対
象
者
は
、
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�
　
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

�
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。）

に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

�
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と

い
う
。）に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

�
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

�
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２

級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

５
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
21年

５
月
29日

（
金
）
か
ら
平
成
21年

６
月
11日

（
木
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）
の
10日

間

（
毎
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。
た
だ
し
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
受

付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通
及
び
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

　
　
イ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
ウ
　
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例（
平
成
12年

条
例
第
21号

）第
２
条
第
１
項
の
表
第
63の

項
に
基
づ
き
、38,000

円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線

3184）


